
【重要】フロン類回収業者の年次報告義務について 
 
フロン類回収業者の皆様には、自動車リサイクル法第 81 条第 5 項の規定により、毎年 4 月 1 日～4 月 30 日
の期間中に、前年度のフロン類取扱量等について年次報告を行う義務が課せられています。 
 
この報告を怠ると、当該事業者に対し所管自治体より勧告等が行なわれる場合がございます。 
 

【フロン類年次報告についての Q&A】 
Q A 

１ 報告する項目は何ですか？ 

使用済自動車から回収したフロン類のうち、対象期間中に自動
車メーカーへ引き渡した量、再利用した量、年度末時点での保
管量について、CFC/HFC それぞれの量ならびに合計を報告して
いただきます。 

２ 報告するフロン類の量の単位は？ 単位は「kg」です。 

３ 
ボンベの重量も含めて報告するので
すか？ 

ボンベ自体の重量は報告数値に含めないでください。 

４ 報告対象となる期間とは？ 
報告の対象は、前年度 4 月 1 日～3 月 31 日の間に取り扱っ
たフロン類です。 

５ 
年次報告を行なわなかった場合、
何か罰則などがあるのですか？ 

年次報告を怠った場合、自治体からの勧告が行なわれ、それでも
応じない場合は行政処分を受けることがあります。 

６ 
誤った数値を報告した場合、何か
問題が生じますか？ 

たとえ故意でなくても誤った数値を報告した場合は虚偽の報告
(違法行為)と見なされてしまうため、報告数値はくれぐれもお間違
えないよう注意してください。 

７ 
参考値は何のためにあるのです
か？ 

参考値は、あくまでも事業者の方々が報告する際に参考としてい
ただくために提供している数値です。 また、4 月 1 日以降に前年
度の移動報告を取消し・修正しても、参考値は修正されませんの
で、必ず自社で把握している正しい重量を報告してください。 

８ 
年次報告を行なう前に、必ず行な
わなければならないことは何です
か？ 

フロン類の再利用を行なった車台について、年次報告前に全て再
利用連絡の確定状態にしてください。 年次報告後は、当該年
度の再利用連絡を追加できません。 
なお、再利用連絡を追加するために一度年次報告を取り消した
場合、再利用連絡追加確定後に、再度年次報告を行なう必要
があります。 

９ 
年次報告はいつでも取消し・修正
ができるのですか？ 

年次報告を行なった日を基準として翌々月1日以降、年次報告
の取消し・修正がともに行なえなくなります。 
さらに、年次報告取消不可となって以降は、当該年度の再利用
連絡を取り消すこともできなくなります。 
(これにより、一旦再利用連絡の確定をしていた車台分について
メーカー引渡しに変更することはできなくなります。) 

 



【フロン類年次報告画面イメージ】 
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全ての項目を入力後、 
【センターへ報告】ボタンを
押してください。 

CFC･HFC それぞれの項目入力後に 
計算ボタンを押すと、自動的に合計が 
表示されます。 
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